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令和２年度国民健康保険特別会計決算報告
　国民健康保険特別会計の決算額は歳入 14 億 5,405 万 5,051 円、歳出 14 億 2,153 万 2,325 円で歳
入歳出差引額は 3,252 万 2,726 円となりました。
　事業運営に必要な財源は、国民健康保険税のほか、県からの交付金や前年度繰越金、一般会計及び
国民健康保険財政調整基金からの繰入金などにより確保している状況です。
　今後も、医療費適正化に努めるとともに、健康保持や病気の早期発見、予防を図るため効果的な保
健事業を展開してまいります。
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　県支出金が最も多く、次いで国民健康保険税、
一般会計及び財政調整基金からの繰入金の順と
なっています。

　医療費の支払いに要する保険給付費が最も多
く、次いで県に納付する国民健康保険事業費納
付金、基金積立金、保健事業費の順となってい
ます。

【歳入】

【歳出】

歳 入　　14億5,405万5,051円

国民健康保険税 263,390,189円

県支出金 1,072,821,253円

繰入金（一般会計・基金） 91,628,702円

その他（繰越金・諸収入・
国庫支出金） 26,214,907円

歳 出　　14億2,153万2,325円　

総務費 7,562,746円

保険給付費 1,020,418,777円

国民健康保険事業費納付金 360,487,156円

保健事業費 11,004,216円

基金積立金 12,485,000円

その他（共同事業拠出
金・諸支出金） 9,574,430円

事前に利用登録が必要です マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます申込みに必要なもの

１　利用者本人のマイナンバーカード
２　マイナンバーカードに設定した暗証番号（数

字４桁）
３　マイナンバーカード読み取り対応のスマー

トフォン又はパソコンと IC カードリーダー
４　利用するブラウザ用のマイナポータル（ア

プリ）のインストール

スマートフォンやパソコン等を持っていない場
合、利用登録はどこでできる？

・セブン銀行ＡＴＭや一部チェーン薬局の窓口
・医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付き

カードリーダー
　ご自身で利用登録ができない方は、町民課窓
口で登録のお手伝いを行っていますので、マイ
ナンバーカードをお持ちください。

保険証利用登録のお問い合わせ
℡０１２０- ９５- ０１７８
音声ガイダンスに従って「４→２」の順にお進
みください。
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　マイナンバーカードを保険証として利用でき
る医療機関・薬局には、専用のステッカーや　
ポスターが掲示されています。
　医療機関・薬局によって利用開始時期が異な
ります。
　利用できる医療
機関・薬局につい
ては、厚生労働省
のホームページで
公開しています。

　https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743
.html

マイナンバーカードを保険証として利用するメ
リット

・就職、転職、引越をした場合でも健康保険証
として引き続き利用することができます。

　※これまでどおり国民健康保険の加入、脱退
の手続きは必要です。

・限度額適用認定証等の手続きや窓口への持参
が不要になります。

・本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、
特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医
師等と共有できます。

・マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や
薬剤情報・医療費通知情報を確認することが
できます。

・令和３年分所得税の確定申告から（予定）、マ
イナポータルを通じて医療費通知情報を取得
し、医療費控除の手続きができるようになり
ます。
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